
国・県・市改正の変遷 （詳細は要綱や手引きにてご確認ください。）

①を満たすもののうち、②～⑤までの要件をどれか満たすものが対象

下線部が、変更前比較の拡充部分

移住元要件 移住先要件

※R5.11.1～　豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金の子育て支援に係る補助（子育て奨励金）の補助金の交付決定を受けているものは、世帯に子どもがある場合に係る加算金は、加算しない

R7.4.1～

同上 同上

以下の全てを満たす場合に対象となる。

・ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者

でないこと。

・ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶

者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在

留資格を有すること。

・ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支

援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還し

た場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、５年以

上経過し、18歳以上となった方の場合を除く。

・ 本市に納付すべき市税（市民税、固定資産税、軽自動車税、

市たばこ税及び鉱産税をいう。）を滞納していないこと。

・ その他申請者の居住する都道府県又は市町村が移住支援金の

対象として不適当と認めた者でないこと。

Ⅰ一般就業 a～fを満たす

a 勤務地（就業場所）が東京圏以外

b 転入日時点で満50歳以下（愛知県要件）

c 就業先があいちUＩＪターンその他都道府県のマッチングサイ

トに移住支援金の対象として掲載された求人情報を通じて就業

した法人等であること。

d 求人への応募日が、マッチングサイトにcの求人が移住支援金

の対象として掲載された日以降であること。

e 週20時間以上の無期雇用契約で移住支援金申請時に連続して3

か月以上在職

f 移住支援金申請日から5年以上継続して勤務する意思がある

g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当

該就業先に新規に雇用されるものであること。

※【削除】就業先の代表者等が３親等内の親族でないこと。

Ⅱ専門人材の場合 a～eを満たす

 プロフェッショナル人材事業等を利用して転入した場合

a 勤務地（就業場所）が東京圏以外

b 週20時間以上の無期雇用契約で移住支援金申請時に連続して3

か月以上在職

c 移住支援金申請日から5年以上継続して勤務する意思がある

d転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当

該就業先に新規に雇用されるものであること。

e目的達成後解散前提のプロジェクトの参加等、離職前提でな

いこと

同上

（豊橋市要件）

転入日の年齢が50歳以下であり、（ア）及び（イ）に掲げるいずれかの要件に該当

し、かつ、（ウ）から（オ）までに掲げるいずれかの要件に該当すること。

（ア）豊橋市内の大学（短期大学部含む）又は高等学校に在籍していた者

（イ）過去3年以内に、豊橋市へのふるさと納税を行い、体験型の返礼品を選択した

者

（ウ）豊橋市の認定農業者又は認定農業者となる見込みのある者

（エ）豊橋市の認定新規就農者又は認定新規就農者となる見込みのある者

（オ）豊橋市内に本店のある企業に就業をする者。※就業要件別途(1)～(9)あり

　　　関係人口　就業要件

　　　（1）官公庁への就業ではないこと。

　　　（2）大企業への就業ではないこと。

　　　（3）転入日より前に、当該就業先の企業説明会に参加又は面接を受ける等の

関わりを有していること。

　　　（4）週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続

して3か月以上在職していること。

　　　（5）当該就業先において、移住支援金の申請の日から5年以上、継続して勤

務する意思を有すること。

　　　（6）転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該就業先に

新規に雇用されるものであること。

　　　（7）当該就業先が雇用保険の適用事業主であること。

　　　（8）当該就業先が風俗営業等でないこと。

　　　（9）当該就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する

法人等でないこと。

　　　※【削除】移住支援金の交付を受けようとする者の３親等以内の親族が代表

者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

同上 同上

⑤起業に関する要件 金額転入日
①移住等に関する要件

その他の事項 ②就業要件等 ③テレワークに関する要件 ④関係人口


